
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告理由について。

　原審は、所論売買契約の際、上告人Ａの母Ｄは、その場に同席しながら右売買契

約についてなんら反対の意思を表示せず、また右実地の測量が行われたときも、右

Ｄはこれに立会いながら別段これに反対しなかつたものであり、結局、右売買につ

いては上告人Ａの親権者たるＤの承諾があつたとの事実を認定しており、原審挙示

の証拠によれば右認定は十分首肯できる。而して、かゝる事実関係の下においては、

他に特段の事情が認められない以上、右売買については、上告人Ａの親権者たるＥ

およびＤが共同して親権を行使したものというを相当とする。所論は、結局、原審

が適法にした証拠の取捨判断、事実認定を争い、かつ、これを前提として独自の主

張をするに帰し、採用することを得ない。

　よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。
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